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本
書
は
、
イ
ギ
リ
ス
中
世
史
研
究
会
の
論
文
集
で
あ
り
、
こ
の
研
究
会
の

発
足
以
来
の
代
議
者
た
る
立
教
大
学
経
済
学
部
教
授
田
中
正
義
博
士
の
還
暦

を
記
念
し
た
鵬
版
物
で
あ
る
。

　
田
中
教
授
御
自
身
に
つ
い
て
は
、
私
の
よ
く
語
り
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

本
立
の
「
あ
と
が
き
」
を
か
か
れ
た
虫
一
4
山
告
飯
氏
に
よ
れ
ば
、
田
中
教
授
は
、

こ
れ
ま
で
「
ほ
ぼ
「
諾
し
て
イ
ギ
リ
ス
中
世
史
、
と
り
わ
け
ア
ン
グ
ロ
阻
サ

ク
ソ
ン
史
研
究
に
献
身
さ
れ
、
わ
が
国
西
洋
史
学
界
に
多
大
の
影
響
を
与
え

ら
れ
来
た
っ
た
」
（
五
〇
三
頁
）
。
そ
し
て
田
中
教
授
が
今
日
ま
で
公
表
さ
れ
た

著
書
・
論
文
は
、
同
じ
青
山
氏
に
よ
っ
て
「
序
章
」
の
中
で
一
括
し
て
示
さ

れ
て
い
る
（
一
八
～
九
頁
）
。
青
山
氏
は
、
こ
れ
ら
を
「
す
べ
て
厳
正
な
る
史

料
操
作
に
裏
付
け
ら
れ
る
と
と
も
に
緊
密
整
然
た
る
論
理
を
も
っ
て
構
成
さ

れ
、
い
ず
れ
も
珠
玉
の
名
篇
偏
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
評
し
て
お
ら
れ
る
。

田
中
教
授
の
声
咳
に
接
し
、
あ
る
い
は
そ
の
諸
業
績
を
通
じ
て
そ
の
学
風
に

ふ
れ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
点
で
青
山
氏
に
共
感
す
る
に

相
違
な
い
。

　
田
中
教
授
は
、
御
自
身
の
研
究
者
と
し
て
の
足
跡
と
と
も
に
、
後
進
の
指

導
に
お
い
て
も
特
筆
す
べ
き
も
の
を
の
こ
し
て
お
ら
れ
る
。
本
書
の
刊
行
母

体
た
る
イ
ギ
リ
ス
中
世
史
研
究
会
は
、
一
九
六
一
年
の
発
足
以
来
、
一
貫
し

て
同
教
授
を
代
衰
者
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
同
研
究
会
の
成
員
が
こ
れ
ま
で

公
表
し
て
き
た
著
雷
・
論
文
は
、
貝
録
（
四
九
三
頁
以
下
）
に
よ
れ
ば
九
十
篇

に
せ
ま
っ
て
い
る
。
青
山
氏
は
、
こ
れ
ら
の
多
数
の
業
績
に
よ
り
「
わ
が
国

イ
ギ
リ
ス
中
世
史
研
究
の
水
準
が
い
ち
じ
る
し
く
高
め
ら
れ
た
」
と
い
わ
れ

る
（
五
〇
四
頁
）
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
こ
れ
を
当
事
老
の
一
方
的
な
自
負
と
し

て
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事
実
と
し
て
み
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か

も
同
研
究
会
の
成
員
で
「
学
生
と
し
て
親
し
く
教
授
の
教
え
を
受
け
た
者
は
、

意
外
に
も
極
め
て
す
く
な
い
」
（
五
〇
三
頁
）
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
む

し
ろ
、
田
中
教
授
の
学
徳
の
希
有
な
電
熱
さ
を
、
事
実
に
よ
っ
て
証
明
し
た

も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
さ
て
本
書
は
、
　
「
序
章
」
に
は
じ
ま
り
、
第
一
部
か
ら
第
四
部
ま
で
、
一

四
氏
の
論
稿
と
「
あ
と
が
き
」
と
を
も
っ
て
溝
成
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、

わ
が
国
で
は
異
例
と
も
い
え
る
長
期
の
総
合
研
究
の
所
産
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
全
巻
が
一
貫
し
た
主
題
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
．

る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　
橡
川
一
朗
氏
は
、
本
書
を
評
し
て
、
　
「
全
巻
を
通
じ
て
、
青
山
氏
が
巻
頭

に
指
摘
し
た
研
究
上
の
問
題
点
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
各
論
二
宮
筆
者
に
ど
こ
ま

で
痛
感
さ
れ
て
い
る
か
、
と
な
る
と
、
い
ま
だ
し
の
感
が
な
い
で
も
な
い
」

と
い
わ
れ
る
（
『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
七
〇
年
五
月
四
日
号
）
。
し
か
し
こ
の
こ

と
は
、
本
書
の
、
あ
る
い
は
こ
の
研
究
会
自
体
の
欠
点
と
み
な
す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
正
当
な
評
価
は
、
こ
の
研
究
会
自
体
が
た
ど
っ

て
き
た
「
歩
み
」
そ
の
も
の
に
照
ら
し
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
研
究
会
は
、
創
立
以
来
、
　
「
参
加
者
相
互
の
問
題
意
識
の
統
一
・
連

帯
感
の
形
成
」
に
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心
を
払
っ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
年
次
ご
と
に
成
果
の
集
約
が
意
欲
的
に
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評轡

な
さ
れ
、
そ
の
成
果
の
確
認
の
上
に
、
新
し
い
課
題
が
発
見
さ
れ
、
設
定
さ

れ
て
い
っ
た
。
各
自
の
報
告
が
、
た
だ
漫
然
と
、
な
り
ゆ
き
の
ま
ま
に
積
み

か
さ
ね
ら
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
間
の
審
情
は
、
青

山
氏
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
、
年
次
を
お
っ
て
抄
記
さ
れ
て
い
る
。

私
は
こ
れ
を
よ
む
と
き
、
各
執
筆
者
の
問
題
関
心
の
点
で
、
本
書
が
必
ず
し

も
統
一
性
を
も
た
な
い
こ
と
の
理
由
を
、
知
り
え
た
よ
う
に
お
も
う
。
こ
の

研
究
会
は
、
創
立
の
当
初
か
ら
「
緊
張
感
に
満
ち
た
仮
借
な
き
批
判
の
応
酬

に
終
始
」
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
討
議
が
、
執
筆
の
諸
氏
を
し
て
、
む

し
ろ
各
自
が
主
体
的
に
自
己
の
問
題
関
心
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
可
能
に
し
た

よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
書
を
通
じ
て
、
そ
の
こ

と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
み
る
の
で
あ
っ
て
、
三
川
氏
と
と
も
に
、
各
論
稿
が
そ
れ

ぞ
れ
に
「
力
の
こ
も
っ
た
論
文
」
で
あ
・
る
こ
と
に
感
銘
を
お
ぼ
え
る
の
で
あ

る
。
和
し
て
同
じ
な
い
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
総
合
研
究
の
一

つ
の
行
き
方
を
範
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
、
田
中
教
授
の
学
徳
に
対
す
る
共
通
の
尊
敬
と
、
同
学
の
連
帯
感
と

が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×

　
以
下
、
順
を
お
っ
て
各
論
文
に
言
及
し
た
い
。

　
序
章
、
イ
ギ
り
ス
初
期
中
世
史
研
究
上
の
諸
問
題
l
l
田
中
正
義
教
授
の

業
績
を
中
心
と
し
て
（
青
山
吉
信
）
は
、
五
節
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
節

は
、
第
二
次
大
戦
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
、
イ
ギ
リ
ス
中
世
史
研
究
全
般
に

関
す
る
、
い
わ
ば
史
学
史
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
イ
ギ
リ
ス
の
、
し

か
も
中
世
史
の
研
究
を
申
心
と
し
た
回
顧
で
は
あ
る
が
、
青
山
氏
は
こ
れ
を
、

わ
が
国
の
歴
史
学
界
全
般
の
動
向
に
関
す
る
展
望
を
ふ
ま
え
て
あ
と
づ
け
て

い
る
。
今
日
、
イ
ギ
リ
ス
中
世
史
の
研
究
考
で
、
自
己
の
研
究
の
、
い
わ
ば

史
学
史
上
の
座
標
位
を
確
認
し
た
い
と
ね
が
う
も
の
は
、
こ
の
第
一
節
か
ら

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
自
己
の
座
標
位
を
確

認
す
る
た
め
に
は
、
堀
米
庸
三
氏
の
「
日
本
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史

の
研
究
」
（
『
歴
史
の
意
味
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
所
収
）
も
、
き
わ
め
て
示

唆
に
富
ん
で
い
る
。

　
つ
い
で
青
山
氏
は
、
御
自
身
の
問
題
関
心
に
基
い
て
、
さ
ら
に
田
中
教
授

の
諸
業
績
と
の
関
連
に
お
い
て
、
や
は
り
わ
が
国
の
史
学
史
の
軌
跡
を
た
ど

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
二
節
は
、
　
「
初
期
ア
ソ
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ソ
社
会
の

基
本
構
造
」
を
、
ま
た
第
三
節
は
、
　
「
そ
れ
の
『
封
建
化
』
の
過
程
」
を
、

そ
し
て
第
四
節
は
、
　
「
ア
ン
グ
ロ
ロ
サ
ク
ソ
ソ
時
代
の
王
権
」
を
、
そ
れ
ぞ

れ
論
述
の
焦
点
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
田
中
教
授
の
生
業
綾
を
は
じ

め
、
本
書
の
共
同
執
筆
者
た
る
富
沢
二
八
好
・
佐
藤
・
松
壇
の
各
氏
の
所
説

に
も
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
、
各
所
に
す
る
ど
い
論
評
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
中
で
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
青
山
氏
御
自
身
の
所

説
で
あ
る
。
氏
は
、
後
期
ア
ソ
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
王
権
の
す
く
な
く
と
も
一

つ
の
基
盤
を
、
こ
の
時
代
に
展
開
す
る
「
商
品
流
通
」
の
、
「
と
り
わ
け
流

通
の
支
配
」
に
求
め
た
い
意
向
と
み
う
け
ら
れ
る
（
四
〇
～
四
一
頁
）
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
学
界
に
お
け
る
活
機
な
論
議
が
期
待
さ
れ
る
。

　
第
五
節
は
、
い
わ
ば
結
語
で
あ
る
。
全
体
を
通
じ
て
青
山
氏
は
、
田
中
教

授
の
諸
業
績
の
先
駆
的
意
義
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
各
論
点
に
お
い
て
、

田
中
教
授
に
対
す
る
率
直
な
批
判
の
基
調
を
堅
持
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×

　
第
｝
部
、
ア
ン
ゲ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
期
の
諸
問
題
は
、
ま
ず
、
ア
ン
グ
ロ
日

サ
ク
ソ
ン
社
会
に
お
け
る
血
族
組
織
に
つ
い
て
（
三
好
洋
子
）
か
ら
は
じ
ま

る
。
三
好
氏
に
よ
れ
ば
「
田
中
正
義
氏
は
か
つ
て
早
期
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
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ン
社
会
の
基
本
的
な
家
族
を
父
家
長
制
家
族
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
氏
は
『
ア
ソ
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ソ
の
～
般
に
部
族
国
家
に
於
け
る
社

会
的
基
礎
を
形
成
せ
る
も
の
』
そ
れ
を
『
ア
ソ
グ
p
1
ー
サ
ク
ソ
ソ
語
で
メ
イ

ズ
日
器
σ
q
夢
と
よ
ば
れ
た
親
族
集
団
に
お
い
て
見
出
す
』
と
指
摘
さ
れ
、

か
か
る
メ
イ
ズ
の
下
部
単
位
を
な
す
家
族
を
父
家
長
制
家
族
と
把
握
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
」
し
か
し
な
が
ら
、
三
好
氏
の
評
価
で
は
、
田
中
学
説
の
根
幹

に
ふ
れ
る
こ
の
点
に
お
い
て
、
田
中
教
授
は
、
メ
イ
ズ
ー
－
血
族
と
、
父
家
長

制
家
族
と
の
関
係
を
、
　
「
必
ら
ず
し
も
有
機
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
い

い
が
た
い
。
」
こ
の
「
有
機
的
な
関
係
が
あ
っ
た
か
否
か
」
と
い
う
点
が
、

三
好
氏
の
本
稿
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
（
四
八
頁
）
。

　
三
好
氏
は
、
こ
の
第
一
節
の
「
は
し
が
き
」
に
つ
づ
い
て
、
第
一
　
節
で
は

メ
イ
ズ
に
関
す
る
「
研
究
史
」
を
た
ど
り
、
第
三
節
で
は
、
さ
ら
に
「
王
権

の
伸
長
と
血
族
組
織
」
に
つ
い
て
詳
論
す
る
。
聖
節
ご
と
に
、
そ
の
末
尾
に
、

入
念
な
論
旨
の
要
約
が
あ
り
、
さ
ら
に
第
四
節
の
「
む
す
び
」
で
は
、
全
般

の
要
約
が
く
り
か
え
さ
れ
ろ
。
こ
の
よ
う
な
周
倒
な
配
慮
の
お
か
げ
で
、
読

者
の
理
解
は
、
い
ち
じ
る
し
く
助
け
ら
れ
る
。

　
三
好
氏
の
所
説
が
今
後
わ
が
国
の
学
界
に
定
着
す
る
か
否
か
、
こ
の
点
に

な
る
と
私
は
論
評
の
資
格
を
も
た
な
い
。
し
か
し
も
し
こ
れ
が
ひ
ろ
く
受
け

い
れ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
田
中
学
説
は
、
そ
の
重
要
な
論
拠
の
一
つ
に
お
い

て
動
揺
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

　
同
じ
第
一
部
に
は
、
も
う
一
つ
、
中
期
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
お
け
る
ケ
ア
ー

ル
自
由
農
民
に
つ
い
て
（
富
沢
霊
岸
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
序
」
に
つ
づ
い

て
、
第
一
節
「
封
建
社
会
と
ケ
ア
ー
ル
自
由
農
民
」
以
下
、
第
二
節
「
ケ
ア

ー
ル
自
由
農
民
の
実
態
」
、
第
三
節
「
種
族
制
社
会
の
残
存
と
ケ
ア
ー
ル
自

由
農
民
」
、
第
四
節
「
種
族
制
社
会
の
特
徴
」
、
第
五
節
「
種
族
制
社
会
の
封

建
的
再
編
」
、
第
六
節
「
イ
ギ
リ
ス
王
政
の
進
展
と
ケ
ア
ー
ル
自
由
農
民
」

の
各
節
を
も
ち
、
第
七
節
は
、
　
「
結
び
と
展
望
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
内
容
に
た
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
寸
評
を
ゆ
る
し
て
い
た
だ
く
な

ら
ば
、
富
沢
氏
の
用
語
法
に
な
じ
み
の
な
い
私
に
は
、
本
稿
の
論
旨
は
、
必

ら
ず
し
も
平
明
で
は
な
か
っ
た
。
周
知
の
通
り
．
、
「
封
建
制
」
と
か
「
自
由
」

と
か
い
う
こ
と
ば
は
、
今
日
で
は
、
一
義
的
に
明
快
と
は
い
え
な
い
。
し
か

も
こ
の
論
文
の
場
合
は
、
　
「
封
建
制
」
と
「
自
由
」
と
、
こ
の
二
語
が
き
わ

め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
氏
が
「
封
建
制
」
と
か

「
封
建
的
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
封
建
化
」
と
い
わ
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
、
氏
の
本
意
と
し
て
何
を
表
象
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

さ
ら
に
「
ケ
ア
ー
ル
自
由
農
民
」
と
い
わ
れ
る
と
き
の
「
自
由
」
と
は
、
ど

の
よ
う
な
自
由
か
。
青
山
氏
は
、
　
「
序
章
」
の
中
で
、
戸
上
一
氏
に
対
し
て
、

「
城
戸
毅
氏
が
適
切
に
論
評
さ
れ
た
如
く
、
『
ケ
オ
ル
ル
』
の
広
汎
多
義
の
含

意
は
、
現
在
の
所
な
お
（
戸
上
）
氏
の
主
張
の
一
般
化
を
妨
げ
る
で
あ
ろ
う
」

（一

ﾜ
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
　
「
広
汎
多
義
の
含
意
」
が
事
実
と
す
れ
ば
、
富
沢

氏
の
「
ケ
ア
…
ル
自
由
農
民
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き

か
。
疑
問
が
の
こ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
X

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ニ
ケ
ツ
ト
ロ
タ
ウ
ソ

　
第
二
部
、
農
村
と
市
場
は
、
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
ダ
リ
ア
に
お
け
る
市
場
町

の
発
展
（
藤
田
重
行
）
で
は
じ
ま
る
。
本
論
は
、
第
一
節
「
中
世
に
お
け
る

エ
シ
ク
ス
扁
、
第
二
節
「
サ
ク
ス
テ
ッ
ド
の
領
主
の
系
譜
と
初
期
の
マ
ナ
構

造
」
、
第
三
節
「
十
四
世
紀
に
お
け
る
贈
爵
的
定
住
の
発
展
」
の
三
節
か
ら

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
　
一
九
六
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
閑
・
○
翼
Φ
毛
8
P

§
嚢
鳳
ミ
§
導
偽
ぎ
N
ミ
隠
隠
ミ
為
9
ミ
ま
熔
”
（
国
。
。
ω
o
匿
口
¢
8
巳
○
臨
8

男
β
三
搾
ρ
菖
。
口
ρ
窯
ρ
。
。
ω
）
を
主
要
な
典
拠
と
し
て
い
る
。
サ
ク
ス
テ
ッ
ド
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書

の
市
場
町
と
し
て
の
発
展
過
程
を
あ
つ
か
っ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
　
「
む

す
び
」
で
は
、
こ
の
帯
場
町
の
発
展
と
、
一
三
八
一
年
置
反
乱
と
の
関
連
に

つ
い
て
、
簡
潔
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
マ
ナ
体
制
解
体
期
に
お
け
る
農
村
布
場
の
展
開
ー
レ
ス
タ
ー
シ

ャ
ー
「
人
頭
税
徴
集
記
録
」
（
一
三
八
一
年
）
の
分
析
（
近
藤
晃
）
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
第
一
節
「
問
題
の
設
定
」
に
よ
れ
ば
、
本
稿
の
課
題
は
「
イ
ギ

リ
ス
農
奴
制
（
1
ー
マ
ナ
ー
体
制
）
の
解
体
期
に
お
け
る
『
職
業
分
化
』
の
実

態
を
究
窮
し
、
社
会
的
分
業
の
展
開
の
実
情
を
実
証
的
に
明
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
」
（
一
五
二
頁
）
。
第
二
節
の
「
史
料
」
は
、
本
稿
の
主
要
な
典
拠
と

し
て
、
顛
§
辱
ミ
§
ミ
§
等
ミ
遷
四
一
§
蕊
（
℃
噸
図
．
○
●
図
H
謬
b
Q
Q
ω
＼
Q
Q
心
）
い

顛
ミ
ミ
§
§
ミ
§
O
ミ
ミ
馬
（
勺
・
菊
・
○
・
図
H
謬
＼
一
。
。
ω
＼
ω
切
）
の
二
点
を
あ
げ

て
解
説
し
て
い
る
。
第
三
節
「
職
業
分
化
の
検
出
1
ー
フ
ラ
ム
ラ
ソ
ド
・

ハ
ソ
ド
レ
ッ
ド
ー
」
と
第
四
節
「
同
H
ー
ガ
！
ト
リ
・
ハ
ソ
ド
レ
ッ
ド

ー
」
は
、
史
料
か
ら
の
所
見
に
あ
て
ら
れ
、
最
後
に
第
五
節
「
農
村
市
場

の
展
開
と
領
主
経
済
」
で
む
す
ば
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ム
ラ
ソ
ド
と
ガ
1
ト
リ

と
、
こ
の
二
つ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
関
す
る
、
力
の
こ
も
っ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×

　
第
三
部
、
都
市
は
、
三
つ
の
論
文
を
お
さ
め
て
い
る
。
第
一
論
文
は
、
建

設
都
市
と
市
場
（
武
居
良
明
）
で
あ
る
。
は
じ
め
に
武
居
氏
は
、
　
「
十
二
世

紀
初
期
よ
り
十
三
世
紀
な
か
ば
に
か
け
て
、
し
き
り
に
都
市
建
設
が
進
め
ら

れ
（
中
略
）
十
三
世
紀
後
半
に
は
い
る
や
、
都
市
な
か
ん
ず
く
領
主
都
市
お
よ

び
小
規
模
王
立
都
帯
の
衰
退
1
1
消
滅
傾
向
」
は
、
お
お
う
べ
く
も
な
い
、
と

い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
「
こ
の
衰
退
一
消
滅
傾
向
を
仔
細
に
検
討
し
て
い
く

と
、
あ
る
一
つ
の
興
味
深
い
事
実
」
が
あ
り
、
　
「
都
市
の
衰
退
雪
消
減
が
必

ず
し
も
市
場
の
衰
退
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
都
市
の
衰
退
を
尻
目
に
市
場
（
阻
も
ぐ
り
市
場
）
の
方
は
興
隆
を
す
ら

示
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
居
氏
は
、
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
E
．

A
・
コ
ス
ミ
ソ
ス
キ
ー
の
「
領
主
的
貨
幣
経
済
」
と
「
農
民
的
貨
幣
経
洛
に

と
の
対
抗
関
係
、
後
者
に
よ
る
前
者
の
圧
倒
、
と
い
う
構
想
を
想
起
さ
れ
る

（一

繻
ﾜ
～
六
頁
）
。

　
本
論
は
、
第
一
節
「
都
市
建
設
」
、
第
二
節
「
領
主
経
済
と
そ
の
限
界
」
、

第
三
節
「
都
市
建
設
ブ
ー
ム
の
終
焉
」
の
三
節
か
ら
な
っ
て
い
る
。
特
定
の

地
域
に
限
定
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
は
な
い
。
は
じ
め
に
示
さ
れ
た
所
見
が
、

広
汎
な
舞
台
に
お
い
て
明
快
に
素
描
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
論
文
は
、
中
世
都
市
ゲ
ロ
ス
タ
ー
（
調
剤
馨
）
で
あ
る
。
第
一
節
「
ア

ソ
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ン
期
の
グ
ロ
ス
タ
ー
」
は
、
主
と
し
て
「
い
竃
α
α
q
㊤
げ
δ
に

関
す
る
文
書
」
（
推
定
成
立
年
代
、
一
〇
九
六
～
二
〇
一
）
に
依
拠
し
て
、
　
一
一

世
紀
末
の
グ
ロ
ス
タ
ー
の
都
市
構
造
を
再
現
す
る
。
第
二
節
「
都
市
収
入
徴

集
講
歌
書
i
リ
チ
ャ
…
ド
一
世
の
勅
許
状
」
は
、
　
「
勅
許
状
の
検
討
を
通

じ
て
、
＝
丁
三
世
紀
の
グ
ロ
ス
タ
ー
の
享
受
し
た
都
市
特
権
の
内
容
」
を
、

都
市
収
入
徴
集
請
負
権
を
中
心
に
描
い
て
い
る
。
第
三
節
「
都
市
自
治
の
確

立
－
国
王
ジ
ョ
ン
の
勅
許
状
」
で
こ
の
論
文
は
お
わ
る
。

　
鵜
川
氏
に
よ
れ
ば
、
　
「
中
世
都
市
グ
ロ
ス
タ
ー
に
関
す
る
個
別
研
究
は
、

北
国
．
≦
・
ρ
国
巳
一
鐸
o
o
犀
白
。
σ
q
舞
戸
嵐
噛
薦
ご
あ
§
§
ミ
ミ
ミ
ミ
暗
ミ
ミ

ミ
。
§
馬
象
ミ
”
9
8
8
ω
富
お
お
鵠
を
除
い
て
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
発
表

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
」
（
二
三
〇
頁
、
洗
（
1
）
）
。
と
す
れ
ば
、
鵜
川
氏

が
こ
の
都
帯
に
つ
い
て
、
史
料
の
訳
示
と
検
討
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
態
の

一
端
を
わ
れ
わ
れ
に
教
示
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
一
言
蛇
足
な
が

ら
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
言
旨
q
誌
巴
ぴ
工
賃
◎
α
Q
窪
Φ
搾
賓
は
、
　
「
保
有
の
異
質
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性
」
（
二
二
八
頁
）
と
訳
す
よ
り
も
、
た
と
え
ば
「
保
有
上
の
非
均
質
性
」
と

で
も
訳
さ
れ
た
方
が
平
明
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
第
三
論
文
は
、
十
三
・
四
世
紀
二
二
。
・
心
乱
に
お
け
る
都
市
経
済
i
帯
側

的
土
地
保
有
よ
り
み
た
る
（
渡
辺
文
夫
）
で
あ
る
。
渡
辺
氏
は
、
第
一
節
に

お
い
て
ま
ず
、
　
「
い
わ
ゆ
る
市
民
的
土
地
保
有
一
§
言
8
ぎ
び
母
σ
q
餌
σ
q
P

び
謹
σ
q
ρ
σ
q
㊦
富
コ
q
窓
I
I
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
出
o
B
呂
o
o
P
蜜
鉱
¢
窪
ρ

国
9
房
ミ
。
暮
げ
ら
の
法
制
史
家
の
規
定
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ

れ
に
「
経
済
史
的
観
点
よ
り
照
明
を
あ
て
直
し
た
労
作
」
と
し
て
、
男
・
出
・

罪
質
○
戸
．
ω
o
白
①
勺
巴
。
窪
Φ
B
し
。
o
｛
G
眠
き
園
①
巴
勺
8
唱
霞
蔓
貯
菩
。

冒
理
経
①
｝
σ
q
①
ρ
、
ぎ
ど
職
ミ
帆
鱗
ミ
層
G
菜
畑
欝
N
帖
恥
ミ
§
ミ
肉
8
き
こ
§
○
さ
ミ
凝
い

㊦
熱
σ
嘱
O
・
頃
・
屑
①
営
暮
9
P
H
㊤
亀
に
言
及
す
る
（
二
五
三
頁
）
。
　
　
　
　
　
、

　
ブ
リ
ス
ト
ル
が
あ
っ
か
わ
れ
る
の
は
第
二
節
で
、
そ
こ
で
は
「
一
三
・
四

世
紀
切
ユ
。
。
8
一
に
お
い
て
市
民
的
土
地
保
有
が
そ
の
商
業
的
繁
栄
と
ど
の
よ

う
な
か
か
わ
り
合
い
を
有
す
る
か
」
が
検
討
さ
れ
る
。

　
渡
辺
氏
の
克
明
な
分
析
に
よ
っ
て
、
副
題
に
あ
る
「
市
民
的
土
地
保
有
」

に
つ
い
て
は
、
な
る
ほ
ど
激
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
主

題
に
あ
る
「
都
市
経
済
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
理
解
す

れ
ば
よ
い
の
か
。
渡
辺
氏
の
い
わ
れ
る
「
都
市
経
済
」
の
画
像
が
、
充
分
に

脳
裏
に
定
着
し
な
い
の
は
、
私
の
非
力
に
よ
る
も
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×

　
第
四
部
門
権
力
の
第
一
論
文
は
、
ア
ン
ダ
日
1
ー
ノ
ル
マ
ン
期
に
お
け
る

地
・
万
行
政
組
織
－
地
方
司
法
官
制
を
中
心
と
し
て
（
松
垣
裕
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
標
題
か
ら
す
る
と
、
一
見
し
て
か
な
り
特
殊
な
研
究
の
よ
う
に
お

も
わ
れ
る
む
き
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
松
壇
氏
に
よ
る
と
、
「
地
方
司
法
制
度

の
整
備
を
も
っ
て
巡
回
制
の
『
成
立
』
と
み
る
見
解
」
も
、
現
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
…
．
巡
回
裁
判
制
の
確
立
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
史
上

画
期
的
意
義
を
も
つ
コ
モ
ン
ー
ー
ロ
ー
体
系
成
立
の
一
指
標
と
し
て
重
要
な
評

価
を
与
え
ら
れ
て
」
い
る
の
で
あ
る
（
二
七
三
頁
）
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
松

壇
氏
に
よ
る
「
巡
回
裁
判
制
成
立
の
前
史
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
一
試
論
」

の
も
つ
意
義
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
　
節
は
、
　
「
地
方
司
法
官
」
に
関
す
る
ス
タ
ッ
ブ
ズ
以
来
の
研
究
史
の

要
約
で
あ
る
。
第
二
節
は
、
地
方
司
法
宮
制
の
起
源
を
た
ず
ね
、
第
三
節
は
、

「
国
王
所
管
訴
訟
」
の
帰
属
か
ら
地
方
司
法
官
の
職
務
に
つ
い
て
、
史
料
を

訳
示
し
な
が
ら
論
及
す
る
。
最
後
に
「
結
び
偏
が
あ
っ
て
、
こ
の
論
稿
に
よ

っ
て
新
た
に
え
ら
れ
た
所
見
が
要
約
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
最
近
の

研
究
、
と
り
わ
け
出
・
諺
・
9
0
5
コ
ρ
．
8
び
o
O
津
o
o
o
臨
ピ
o
o
9
冒
ω
江
9
鴛

胡
国
昌
α
q
貯
昌
Q
餌
昌
留
H
岳
①
客
。
昌
巳
謬
囚
言
σ
q
ω
”
”
貯
9
賦
§
ミ
望
§
§
磯
－

ぎ
ミ
霞
凡
無
ミ
計
ミ
智
§
、
9
四
ミ
”
く
。
一
．
ρ
下
知
¶
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
論
文
は
、
貴
族
に
よ
る
「
政
治
的
改
革
」
運
動
の
構
造
　
　
　
「
封
建

制
確
立
」
の
歴
史
的
抱
握
の
た
め
の
一
試
論
（
佐
藤
伊
久
男
）
で
あ
る
。
副

題
に
あ
る
「
封
建
制
確
立
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
戦
後
の
わ
が
国
の
学
界
で
、

も
っ
と
も
に
ぎ
に
ぎ
し
く
論
じ
ら
れ
た
主
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一

面
に
お
い
て
は
、
　
「
封
建
制
」
概
念
が
論
者
に
よ
っ
て
か
な
り
ま
ち
ま
ち
に

と
ら
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
た
。
佐
藤
氏
が
「
序
－
問
題

の
所
在
と
限
定
」
に
お
い
て
、
　
「
封
建
制
」
を
「
国
制
史
に
限
定
」
す
る
と

明
記
さ
れ
た
こ
と
は
、
議
論
の
無
用
な
混
乱
を
さ
け
る
た
め
に
適
切
な
処
置

で
あ
っ
た
。
佐
藤
氏
の
い
わ
れ
る
「
封
建
制
確
立
」
と
は
、
　
「
封
主
1
1
封
臣

関
係
の
一
定
の
政
治
秩
序
化
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
「
綜
括
－
1
む
す
び
に
代

え
て
、
三
一
九
頁
）
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
佐
藤
氏
の
こ
の
論
稿
は
、
「
封
建
制
確
立
」
と
い
う
、
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評書

い
わ
ば
古
く
て
広
し
い
問
題
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
、
本
書

中
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
主
題
の
「
貴
族
に
よ
る
『
政
治
的
改
革
』
運
動
」

に
つ
い
て
は
、
第
一
節
「
貴
族
に
よ
る
政
治
改
革
」
で
、
ま
ず
オ
ヅ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
条
項
が
中
心
に
論
じ
ら
れ
、
つ
い
で
第
二
節
「
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス

タ
ー
条
項
』
の
成
立
」
へ
と
論
述
が
す
す
む
。
そ
し
て
佐
藤
氏
は
、
こ
の
改

革
運
動
の
帰
結
の
中
に
「
封
建
制
確
立
」
を
み
る
。

　
な
お
佐
藤
無
は
、
な
る
ほ
ど
問
題
を
「
国
制
史
に
限
定
」
し
た
。
し
か
し

氏
は
、
他
方
で
は
、
同
じ
時
期
に
お
け
る
交
換
・
貨
幣
経
済
の
展
開
に
、
あ

る
い
は
こ
れ
に
関
す
る
社
会
経
済
史
の
成
果
に
対
し
て
も
配
慮
を
お
こ
た
ら

な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
　
「
序
」
か
ら
如
実
に
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で

こ
の
論
文
は
、
古
く
て
新
し
い
問
題
へ
の
、
新
た
な
接
近
の
方
法
を
示
唆
し

た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
論
文
は
、
十
四
世
紀
の
エ
ス
チ
ー
タ
ー
（
小
山
貞
夫
）
で
あ
る
。
こ

の
論
文
は
、
小
山
氏
自
身
に
よ
る
と
、
氏
の
大
著
「
中
世
イ
ギ
リ
ス
の
地
方

行
政
」
（
一
九
六
八
）
の
補
論
と
し
て
の
一
面
を
も
つ
。
わ
れ
わ
れ
は
先
に
、

シ
ェ
リ
フ
、
コ
ロ
ナ
ー
お
よ
び
治
安
判
事
に
つ
い
て
、
そ
し
て
こ
の
た
び
は

さ
ら
に
エ
ス
チ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
、
克
明
な
叙
述
に
恵
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。　

こ
の
論
文
は
、
標
題
に
も
あ
る
通
り
、
一
四
世
紀
、
し
か
も
と
り
わ
け
初

期
を
主
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
第
一
節
「
エ
ス
チ
ー
タ
ー
職
の

歴
史
」
は
、
一
四
世
紀
以
前
の
、
い
わ
ば
前
史
か
ら
説
き
お
こ
し
て
い
る
。

第
二
節
「
エ
ス
チ
ー
タ
ー
職
の
構
成
」
は
、
任
命
権
者
、
任
期
、
資
格
、
社

会
的
出
自
、
報
酬
、
監
督
、
下
僚
な
ど
に
ふ
れ
る
。
そ
し
て
第
三
節
は
、

「
エ
ス
テ
…
タ
ー
の
職
務
」
の
内
容
そ
の
も
の
を
詳
述
す
る
。

　
以
上
の
叙
述
を
ふ
ま
え
て
、
　
「
む
す
び
」
で
は
、
エ
ス
チ
ー
タ
ー
の
意
義

あ
る
い
は
役
割
に
、
ま
ず
も
っ
て
言
及
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
小
山
氏
は
、
エ

ス
チ
ー
タ
ー
が
一
四
世
紀
は
じ
め
に
お
い
て
直
接
財
務
府
に
も
た
ら
し
た
金

額
の
点
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
　
「
エ
ス
チ
ー
タ
ー
職
の
意
義
は
中
世
の
行
政

機
構
の
中
で
き
わ
め
て
僅
か
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
」
こ
と
に
注
意
を
喚

起
す
る
。
し
か
し
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ス
チ
ー
タ
ー
職
に
任
命
さ
れ
た

者
の
社
会
的
出
自
が
、
二
二
四
一
年
以
降
州
単
位
に
管
区
が
細
分
さ
れ
た
後

で
も
、
地
方
公
職
の
中
で
最
高
位
に
あ
っ
た
シ
ェ
リ
フ
と
ほ
と
ん
ど
同
程
度

で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
す
る
ご
と
く
、
エ
ス
チ
ー
タ
ー
は
当
時
の
行
政
機
構

の
中
で
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
」
（
三
六
一
頁
）
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
小
山
氏
は
、
　
「
レ
ー
エ
ソ
制
の
変
質
過
程
」
と
エ
ス
チ
ー
タ
ー
職

の
推
移
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
論
及
し
、
興
味
あ
る
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
全
般
に
わ
た
っ
て
国
・
国
・
ω
け
①
く
①
⇔
ω
o
ジ
、
国
の
。
げ
①
舞
。
さ
、
貯
§
恥

奪
曙
ミ
怨
O
o
§
瞳
ミ
㌔
§
四
馬
ミ
§
重
唱
H
。
。
卜
。
団
ム
ω
し
。
9
＜
9
．
H
押
煮
繭
ご
Q
α
．
卵

Q
8
。
，
9
！
．
8
財
。
国
ω
o
財
Φ
ρ
窪
δ
ω
・
．
営
肉
霞
肉
‘
く
。
ピ
Q
。
伊
H
㊤
b
。
同
の
一
一
点
が
、

と
り
わ
け
縦
横
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
論
文
は
、
十
五
世
紀
の
土
地
所
有
課
税
（
城
戸
毅
）
で
あ
る
。
城
戸

氏
は
、
冒
頭
で
「
中
世
イ
ギ
リ
ス
国
家
財
政
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
き
、
わ

れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
顕
著
な
事
実
の
一
つ
」
と
し
て
、
「
直
接
税
の
形
態

の
発
展
に
お
い
て
課
税
物
件
が
土
地
か
ら
動
産
的
富
へ
と
変
化
し
た
後
に
、

再
び
土
地
へ
と
回
帰
す
る
傾
向
」
の
存
在
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
ク

ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
に
概
観
し
た
の
ち
、
第
一
節
で
は
、
　
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国

税
体
系
が
完
成
し
た
と
み
ら
れ
る
一
四
世
紀
中
葉
以
降
の
国
家
財
政
発
展
の

一
般
的
傾
向
」
を
展
望
す
る
。
第
二
節
は
、
関
税
の
動
向
に
ふ
れ
た
の
ち
、

直
接
税
と
し
て
の
十
分
の
一
・
十
五
分
の
一
税
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
聖
職
者

十
分
の
一
税
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
第
三
節
は
、
一
五
世
紀
の
最
初
の
土
地
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課
税
に
関
す
る
ス
タ
ヅ
ブ
ズ
以
来
の
通
説
的
理
解
に
対
し
て
、
独
自
の
史
料

操
作
を
ふ
ま
え
て
反
証
を
こ
こ
ろ
み
る
。
第
四
節
は
、
こ
の
最
初
の
課
税
以

後
に
お
こ
な
わ
れ
た
土
地
課
税
に
ふ
れ
、
　
一
五
世
紀
の
土
地
課
税
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
、

　
そ
れ
は
、
城
戸
氏
に
よ
れ
ば
、
「
十
三
世
紀
末
に
発
達
の
頂
点
に
達
し
た

動
産
課
税
体
系
が
化
石
化
し
た
の
ち
、
十
穴
世
紀
に
新
た
な
チ
ュ
ー
ダ
ー
臨

時
税
体
系
が
結
実
す
る
ま
で
の
過
渡
期
の
租
税
形
態
、
一
連
の
試
行
錯
誤
と

し
て
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
（
三
九
六
頁
）
。

　
城
戸
氏
は
、
こ
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
を
、
王
権
と
「
封
建
的
土
地
所
有
者
階

級
」
と
、
こ
の
両
老
の
利
害
が
織
り
な
す
政
治
状
況
の
中
で
、
き
わ
め
て
動

態
的
に
跡
づ
け
て
い
る
。
彼
ら
土
地
所
有
者
階
級
が
、
議
会
に
お
い
て
土
地

所
有
課
税
に
協
賛
す
る
と
い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
「
自
己
課
税
」
の
道
を
え

ら
ぶ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
城
戸
氏
は
、
こ
の
選
択
を
評
し
て
、
　
「
彼
等

に
と
っ
て
い
わ
ば
必
要
悪
の
道
で
あ
っ
た
」
と
し
、
さ
ら
に
「
こ
れ
は
十
五

世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
体
制
的
危
機
の
一
つ
の
明
瞭
な
表
出
な
の
で
あ
っ

た
」
と
い
う
（
三
八
二
頁
）
。
注
目
す
べ
き
指
摘
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
五
論
文
は
、
中
世
末
期
北
部
イ
ン
ゲ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
大
諸
侯
権
力
に

つ
い
て
（
篠
塚
信
義
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
昨
年
公
表
さ
れ
た
篠
塚
氏
の
「
イ

ギ
リ
ス
絶
対
主
義
の
発
展
構
造
」
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
1
6
）
と
、
い
わ
ば

姉
妹
篇
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
節
の
な
か
ば
に
注
目
し
た
い
。
篠
塚
氏
は
、
そ
こ
で
「
身
分

制
的
国
者
」
に
ふ
れ
、
こ
れ
を
「
在
地
権
力
と
国
王
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有

の
支
配
領
域
を
も
ち
、
互
に
他
を
補
完
し
あ
い
、
協
働
し
て
支
配
を
行
っ
て

い
る
ご
と
き
国
制
」
と
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
身
分
制
的
国
制
」
は
、

二
面
で
は
克
服
さ
れ
つ
つ
も
、
形
を
か
え
つ
つ
絶
対
主
義
時
代
を
通
じ
て

最
後
迄
存
続
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
。

　
さ
ら
に
篠
塚
氏
は
、
絶
対
主
義
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
「
絶
対
主
義
時
代

と
は
、
こ
う
し
た
在
地
権
力
に
依
存
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
よ
う
な
地
方
行

政
領
域
を
一
歩
一
歩
国
王
の
直
接
支
配
下
に
組
み
入
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
そ

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
（
四
〇
二
～
三
頁
）
。

　
周
知
の
こ
ど
く
わ
が
国
で
は
、
絶
対
王
政
を
、
　
「
身
分
制
的
国
難
」
が
克

服
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
ち
の
も
の
と
考
え
る
意
見
が
、
今
日
も
な
お
少
く
な

い
。
こ
の
点
で
篠
塚
氏
の
絶
対
王
政
理
解
は
、
従
来
の
通
説
的
理
解
に
修
正

を
せ
ま
る
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
篠
塚
氏
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ

う
な
見
解
は
、
大
陸
史
で
は
、
す
で
に
と
り
わ
け
成
瀬
治
氏
に
よ
っ
て
説
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
篠
塚
氏
の
今
回
の
論
文
は
、
上
述
の
「
発
展
構

造
」
と
と
も
に
、
成
瀬
氏
に
共
感
さ
れ
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
史
実
に
そ
く

し
て
、
新
し
い
絶
対
王
政
像
を
提
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
節
は
、
標
題
に
あ
る
「
大
諸
侯
権
力
」
の
主
要
な
立
地
と
し
て
の
西

部
や
北
部
の
、
い
わ
ゆ
る
「
辺
境
地
帯
」
の
実
情
に
ふ
れ
る
。
第
三
節
と
第

四
節
と
は
、
こ
う
し
た
諸
侯
権
力
の
実
態
を
、
主
要
な
諸
侯
の
家
門
に
そ
く

し
て
詳
説
し
て
い
る
。
第
五
節
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
指
摘
に
よ
っ
て

お
わ
っ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
ま
ず
、
「
こ
う
し
た
在
地
大
領
主
が
『
正
義
』
執
行
の
任
に
当

り
、
『
公
』
的
な
権
力
と
し
て
機
能
し
て
い
る
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ

し
て
篠
塚
氏
は
、
こ
の
場
合
注
意
を
要
す
る
点
と
し
て
、
こ
の
正
義
、
す
な

わ
ち
法
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
コ
モ
ソ
ー
ー
ロ
ー
で
あ
っ
て
、
特
定
の
地
方
に
の
み

固
有
な
慣
習
で
は
な
い
、
と
強
調
す
る
。

　
篠
塚
氏
は
、
さ
ら
に
こ
と
ば
を
つ
い
で
、
「
こ
の
こ
と
は
国
玉
権
力
の
及

ば
な
い
揚
合
に
も
な
お
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
土
に
共
通
し
て
遵
守
さ
る
べ
き
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評碧

最
高
の
法
規
範
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
従
っ
て
こ
の
時
代
の

『
国
家
』
が
権
力
的
に
で
は
な
く
法
的
に
統
合
さ
れ
て
い
る
共
同
体
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
諸
侯
権
力
の
自
立
性
は
あ
く
迄
、
コ
モ

ン
皿
ロ
ー
に
よ
り
統
合
さ
れ
て
い
る
国
家
的
統
合
の
わ
く
内
に
お
い
て
の
自

立
性
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
四
三
三
頁
）
。
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
問
題
礎

起
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
鮪
弟
六
払
醐
文
n
は
、
　
「
大
叛
乱
」
　
（
○
同
Φ
9
叶
幻
①
げ
〇
一
目
。
コ
）
　
は
市
一
下
叢
ム
叩
か
1

地
域
史
研
究
か
ら
の
一
視
角
（
米
川
伸
｝
）
で
あ
る
。
米
川
氏
は
、
ま
ず
衛

民
革
命
と
い
う
こ
と
ば
の
周
回
か
ら
説
き
お
こ
し
、
第
一
節
で
は
、
　
「
イ
ー

ス
ト
・
ア
ソ
グ
リ
ア
に
お
け
る
社
会
的
分
業
の
展
開
」
に
つ
い
て
素
描
す
る
。

副
題
に
あ
る
「
地
域
史
」
と
は
、
イ
ー
ス
ト
・
ア
ソ
グ
リ
ア
の
ノ
ー
フ
ォ
ク

と
サ
フ
ォ
ク
と
で
あ
る
。
以
下
、
第
二
節
は
、
　
「
書
毛
工
業
に
お
け
る
資
本

薙
賃
労
働
関
係
の
成
立
」
を
、
第
三
節
は
、
　
「
資
本
主
義
的
農
業
の
成
立
」

を
、
そ
し
て
第
四
飾
は
、
「
『
大
叛
乱
』
の
展
開
」
を
、
豊
冨
な
史
料
の
例
示

に
よ
っ
て
論
述
す
る
。

　
「
大
叛
乱
」
の
際
の
、
議
会
側
の
軍
毒
的
・
財
政
的
基
盤
の
一
つ
に
「
東

部
連
合
」
が
あ
っ
た
。
し
か
も
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
ダ
リ
ア
は
、
こ
の
連
合
の

中
軸
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
イ
ー
ス
ト
・
ア
ソ
グ
リ
ア
に
関
す
る
米
川
氏
の

論
文
は
、
今
後
の
「
大
叛
乱
」
の
理
解
に
重
要
な
知
見
を
く
わ
え
た
も
の
と

い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
蛇
足
な
が
ら
O
o
ヨ
a
。
。
ω
δ
⇒
9
》
羅
ρ
同
は
、

「
軍
隊
召
集
委
員
会
」
（
四
六
九
頁
）
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
篠
塚
氏

は
N
o
O
日
旨
冨
ω
δ
ロ
。
団
。
団
Φ
冠
零
α
酔
Φ
巴
巳
昌
震
に
、
「
審
判
辞
令
」
と
い

う
訳
語
を
与
え
て
い
る
。
O
o
日
ヨ
冨
臨
○
コ
。
騰
》
護
ρ
団
の
o
o
影
9
『
臨
○
嵩
も
、

む
し
ろ
「
辞
令
」
に
近
い
意
味
で
は
な
い
か
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
橡
川
一
朗
氏
は
、
先
に
ふ
れ
た
書
評
（
「
英
中
世
史
研

究
の
動
向
」
－
後
進
的
封
建
制
か
ら
最
先
進
資
本
主
義
へ
i
）
の
中
で
、
米
坦

氏
の
論
文
に
言
及
し
、
こ
れ
は
「
中
世
史
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
論
文
で
あ
る

が
、
　
『
イ
ギ
リ
ス
中
世
史
研
究
会
一
の
大
き
な
目
標
　
　
最
先
進
資
本
主
義

国
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
前
史
の
解
明
一
が
こ
う
し
た
脱
中
世
史
研
究
者

を
生
み
だ
し
た
と
い
う
意
味
で
、
興
味
ふ
か
い
」
と
い
わ
れ
る
。
米
川
氏
の

論
文
は
、
こ
の
論
文
集
の
末
尾
を
か
ざ
る
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
不
可
欠
で

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
か
。

　
　
《
わ
れ
わ
れ
は
、
先
日
、
札
幌
市
郊
外
の
定
山
漢
で
、
本
書
の
合
評
会
を
も
っ
た
。

　
　
当
日
は
、
北
海
道
大
学
井
上
泰
男
教
授
、
北
海
学
園
大
学
山
下
和
夫
教
授
、
同
大

　
　
場
四
千
男
講
師
、
函
館
エ
業
高
等
専
門
学
校
広
瀬
龍
太
講
師
の
諸
氏
が
総
夢
加
さ
れ

　
　
た
。
木
稿
が
、
こ
の
日
の
合
評
会
か
ら
多
く
の
貴
璽
な
示
唆
を
え
た
こ
と
を
付
記

　
　
し
た
い
。
》

　
　
（
A
5
判
五
〇
五
頁
昭
和
四
五
年
一
月
山
崩
出
版
社
刊
定
価
二
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
（
北
海
道
大
学
教
養
部
助
教
授
・
江
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